
平
成
二
十
一
年
七
月
十
三
日
提
出

質

問

第

六

七

二

号

北
方
領
土
の
不
法
占
拠
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

近

藤

昭

一
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北
方
領
土
の
不
法
占
拠
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
北
方
領
土
の
不
法
占
拠
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
九
三
号
）
を
踏
ま
え
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
の
関
係
か
ら
質
問
す
る
。

一

同
答
弁
書
で
は
、
「
北
方
四
島
が
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
っ
て
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
従
来
か
ら
一
貫
し
た
政

府
の
法
的
立
場
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
い
つ
の
時
点
か
ら
ロ
シ
ア
連
邦
（
以
下
、
ロ
シ
ア
）
な
い
し

は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
以
下
、
ソ
連
邦
）
に
よ
る
北
方
四
島
の
不
法
占
拠
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
確

に
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.m
o
fa
.g
o
.jp
/m
o
fa
j/a
re
a
/h
o
p
p
o
/h
o
p
p
o
_
k
e
ii.h
tm
l

、
七
月
十
日
確

認
）
に
よ
れ
ば
、
「
千
九
百
四
十
五
年
八
月
九
日
に
対
日
参
戦
し
た
ソ
連
は
、
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
も
攻
撃
を
続

け
、
同
八
月
二
十
八
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
間
に
、
北
方
四
島
を
不
法
占
領
し
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
政
府
は
、
千
九
百

四
十
五
年
八
月
二
十
八
日
以
降
、
ソ
連
邦
に
よ
る
北
方
四
島
の
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
、
と

の
認
識
で
正
し
い
か
。

三

政
府
が
、
千
九
百
四
十
五
年
八
月
二
十
八
日
以
降
、
ソ
連
邦
に
よ
る
北
方
四
島
の
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
と
い
う
認
識

一



を
有
し
て
い
る
場
合
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
七
条
の
「
右
ノ
如
キ
新
秩
序
カ
建
設
セ
ラ
レ
且
日
本
国
ノ
戦
争
遂
行
能
力
カ
破
砕

セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ノ
確
証
ア
ル
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
聯
合
国
ノ
指
定
ス
ヘ
キ
日
本
国
領
域
内
ノ
諸
地
点
ハ
吾
等
ノ
茲
ニ
指
示
ス
ル

基
本
的
目
的
ノ
達
成
ヲ
確
保
ス
ル
タ
メ
占
領
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
い
う
内
容
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政

府
の
見
解
や
如
何
に
。

四

北
方
四
島
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
七
条
と
の
関
係
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

五

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
条
に
は
「
「
カ
イ
ロ
」
宣
言
ノ
条
項
ハ
履
行
セ
ラ
ル
ヘ
ク
又
日
本
国
ノ
主
権
ハ
本
州
、
北
海
道
、
九

州
及
四
国
並
ニ
吾
等
ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島
ニ
局
限
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
あ
る
が
、
北
方
四
島
は
「
吾
等
ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島
」

と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
の
か
。

六

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
十
条
に
は
「
吾
等
ハ
日
本
人
ヲ
民
族
ト
シ
テ
奴
隷
化
セ
ン
ト
シ
又
ハ
国
民
ト
シ
テ
滅
亡
セ
シ
メ
ン
ト
ス

ル
ノ
意
図
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
モ
（
後
略
）
」
と
あ
る
が
、
ソ
連
邦
に
よ
る
日
本
人
捕
虜
の
シ
ベ
リ
ア
抑
留
は
、
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
に
違
反
す
る
と
、
政
府
は
考
え
る
か
。

七

こ
れ
ま
で
の
ソ
連
邦
な
い
し
は
ロ
シ
ア
と
日
本
政
府
間
の
外
交
交
渉
に
お
い
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
遡
る
歴
史
的
認
識
の

共
有
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
関
す
る
歴
史
認
識
の
共
有
に
つ
い
て
ど
の

二



よ
う
な
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


